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はじめに 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、戦後の日本人の海外移住を支援し、JICAの

関わる移住者として中南米地域に約 73,000 人が移住しました。現在、中南米地域に

は戦前の移住者を含め、210 万人を超える日系人が暮らし、各国の発展を支え、日本

と移住先国をつなぐ貴重な財産となっています。 

1990年の出入国管理及び難民認定法改正以降、就労目的で中南米から日本に渡る日

系人は増加しており、現在およそ 25万人（ブラジルから約 20万人、ペルーから約 5

万人）が日本の国内産業を支えています。しかし、日本で働く日系人子弟は言葉の問

題から日本の学校で十分に教育内容を理解できず、学校側も補習クラスなどで葡語、

西語を使用しながら教えられる体制も十分でないのが現状です。また、日系人や中南

米出身者が多く集住する地域の医療機関や自治体などの公共サービス提供機関におい

ても、これらの言語を話す職員や通訳が少なく、国内で暮らす日系人を中心とする中

南米出身者への対応が十分に行き届いていない現状があります。前述の法改正から 30

年以上の月日が経過し、これら日系人の定住化も進む中で彼らの高齢化や心のケアへ

の対応といった課題も顕在化しています。 

一方、中南米日系社会では「日本語教師」、「看護師」、「介護士」及び「ソーシャル

ワーカー」を目指す人や既に従事している人など、日本での学びを通して自らの専門

性を磨く機会を得たいとする人々が存在します。 

JICAは日本国内の多文化共生や地方創生に取り組んでおり、2020年度から中南米

日系社会と日本の連携に主導的な役割を果たす方々を日本国内の日系人集住地域のニ

ーズに応じて数か月程度受入れ、日本の受入団体（機関）における取組みを学びなが

ら、日本国内で課題を抱える日系人や中南米出身者の集住地域をサポートするととも

に、帰国後は自らの専門分野や日系社会の発展に役立てる活動を推進する「日系社会

研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）」、通称“日系サポーター”を実施し、

2022年度より研修員を来日研修で受入れています。 

本募集要項は日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）への応募にあ

たっての手続きや留意事項をまとめたものです。ご一読の上応募へのご検討をくださ

いますようお願い申し上げます。 

 

１．事業の目的 

日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）は、わが国の地方自治体（各

都道府県及び市区町村）、公益法人、NGO、企業等の団体による日系社会研修員（多文

化共生推進/日系協力型）の受入にかかる提案を受け、JICA が、これらの団体に本事

業受入の実施を委託して行う国民参加型事業です。本事業は、提案団体が日系社会研

修員に対し研修を実施し、これら研修員が学びを得ることにより、日系社会の発展と

移住先国の国造りに貢献するとともに、国民に幅広く、これらの事業への参加を促進

し、助長することを目的としています。 

加えて、本事業の活動を通じて日本国内で暮らす日系人や在住外国人と共生する地

域の関係者が抱える課題解決に貢献することにより、当該地域の多文化共生と地方創

生に寄与することを目的としています。 
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２．提案団体の資格要件 

本事業の提案団体は、わが国の地方自治体（各都道府県および市区町村）、公益法人、

NGO、企業等です。本事業の提案団体は、JICAによる資格審査を受けていただきます。

資格審査の詳細については、本募集要項 9 ページをご参照ください。なお、本事業は

JICAとの研修委託契約に基づき実施されるので、提案団体には、研修監理、経理処理

を含む事務処理等も求められます。 

提案団体が研修を実施しますが、提案団体の監督の下、別の機関を研修実施機関に

定めることもできます。 

 

３．事業対象国 

2024年度の対象国は、以下の中南米地域 12カ国です。 

アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、コロンビア、チリ、ドミニカ共和国、ボリ

ビア、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、メキシコ 

 

本事業は上記 12カ国から広く募集するものですが、JICA他事業との連携や研修の

目的により対象国を特定する提案も可能です。 

 

4．受入期間 

受入期間は、研修員が来日する日から離日する日までの期間です。 

受入期間は、30日～最長 9か月とします。なお、受入期間は会計年度（4月～3月）

を超えることはできません。来日の翌日から 4 日間は JICA 横浜にてブリーフィング

及びオリエンテーションを実施します。 

 

5．受入時期 

本事業の受入は、来日する日を JICA 横浜が定めます。2024 年度の来日予定日は、

以下のとおりです。（フライトの都合等により変更される可能性があります。）研修提

案の作成においては、以下の日程のいずれかを選択ください。 

上半期：2024 年 5 月 12 日(日)、6 月 16 日(日)、7 月 21 日（日） 

 下半期：2024 年 10 月 6 日(日)、11 月 10 日(日)、12 月 8 日(日)、 

2025 年 1 月 19 日(月)（年 7 回） 
 

6．研修場所 

研修場所は、提案団体または研修実施機関となり、日本国内に限ります。研修の内

容及び目的により研修場所が複数に分かれる場合、研修提案時には研修場所毎の研修

内容の分担を明確に記載してください。 
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7．研修応募資格 

本事業への応募資格は以下のとおりです。 

(１)  中南米地域の日系社会と日本の連携に主導的な役割を果たす意思を有するこ 

と。 

(２)  国籍が、事業対象国あるいは日本国であること。 

（３）主たる生活基盤が事業対象国にあること。 

日本に在住している、あるいは主たる生活基盤が日本にある応募希望者につ

いては、出身国が上記３．の事業対象国であっても対象者とはなりません。 

（４）JICA在外事務所の推薦が得られること。 

応募にあたっては、JICA在外事務所からの推薦書が必要です。 

（５）2024年 4月 1日時点で満 21歳以上であること。 

 

8．研修分野・重視される研修内容及び活動内容 

教育機関（主に公立学校）における補助教員の役割・技能、日本語教師としての技

能・知識、カウンセラーとしての役割や医療機関・地方自治体における公共サービス

提供におけるノウハウ、多文化共生 NGOにおいて多文化共生の取り組みを学ぶ研修等

が想定されます。 

活動としては研修で得た知識を研修実施先にて対応の難しい言語面でのサポート等

が想定されます。 

 

研修の主な重点分野は以下のとおりです。 

 

教育   日本語教育、母語教育、幼児教育、初等教育、多文化共生等 

医療/福祉     臨床発達心理、介護、カウンセラー、ソーシャルワーカー等 

公共サービス 地方自治体における行政サービス関連等 

 

9．対象外の研修分野・内容 

以下のような研修提案は、受け付けられません（12.留意事項、において詳細を説明

しておりますのでご確認ください）。 

 

（１）提案団体／研修実施機関の経済的利益に直接結びつく研修 

（２）研修員による役務提供が中心となる研修 

（３）宗教活動・政治活動に関する、あるいはそれらと関係の深い研修 

（４）医療分野で診療を伴う研修には、厚生労働大臣の「（外国人）臨床修練制度の許

可」が必要とされます。 
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10．使用言語 

本事業は、原則日本語で行います。 

なお、研修前後の 2日間、1か月 2回のモニタリングのため、研修監理員（ポルト

ガル語又はスペイン語）の配置が可能です。研修監理員は通訳及びモニタリングなど

の研修監理業務を実施します。JICAは研修監理員との委任契約により研修監理員を配

置します。 

 

11．研修委託契約 

本事業の実施にあたっては、JICAと提案団体の間で研修委託契約を締結します。本

事業は、JICAからの研修委託を受けて実施されるので、助成金や補助金と性格が異な

ることにご留意ください。 

研修委託契約においては、本邦における技術研修の実施に係る経費のみ計上が可能

です。研修経費の積算方法は研修実施基準単価方式となります。下記ホームページ掲

載の「研修委託契約の概要」「研修委託契約における見積書作成マニュアル」「研修委

託契約における契約管理ガイドライン」をご参照の上、JICA国内機関にご照会くださ

い。なお、本事業の全体予算の動向により、研修内容の詳細を伺った上で減額いただ

く場合がありますので、予めご了承ください。 

（https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html） 

 

なお、日系社会研修員（多文化共生推進/日系協力型）の受入に係る下記 1)～の経費

に掛かる諸手続は JICAが行います。 

 1) 本国から本邦までの往復航空賃 

 2) 来日・帰国時の本邦国際空港と JICA指定場所間の移動にかかる経費 

 3) 生活費 

 4) 空港使用料（帰国時の本邦国際空港のみ） 

 5) 支度料（身回品等の購入費用） 

 6) 資料送付料（研修期間中に入手した資料の本国への送付費用） 

 7) 学会参加費(参加料、登録料、資料代のみ) 

8) 研修監理員の委任契約費 

 9) その他（保険料、医療費等） 

 

12．留意事項 

（１）案件不採択・不成立となる場合があります。 

本募集要項に基づきご提案いただいた研修は、JICA及び日本政府による審査が行わ

れ、採択の可否が決定されます。 

また、研修提案が採択された場合でも、研修の実施が確定するわけではありません。

資格要件を満たす応募者が確保できず実施に至らない場合や、資格要件を満たす研修

員応募者が存在しても、受入人数の調整をしていただく場合があることを予めご了承

ください。 

 

（２）９．に記載のとおり、研修実施機関の経済的利益に直接結びつく研修や研修員

https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html
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による役務提供が中心となる研修は実施できません。 

 

（３）今回初めてご提案をいただく団体は、提案ご提出の前に所管の JICA国内機関か

ら本事業の目的及び留意事項等の説明を受けていただくとともに、団体の活動やご提

案内容を事前に確認させていただくための応募相談の実施を必須とします。このため、

案件提案表のご提出前に所管の JICA国内機関にご連絡ください（所管国内機関は（10）

応募相談窓口をご参照ください）。 

 

（4）１．事業の目的に記載のとおり、本事業は研修員の受入を通じて日本国内の日系

人コミュニティが抱える課題解決に貢献することにより、当該地域の多文化共生と地

方創生に寄与することを目的としています。そのため、提案団体（又は研修実施団体）

には、公益に資するこれまでの国内在住日系人に対する支援の経験・活動実績が求め

られます。このため、これら情報を案件提案表の「国内の日系人コミュニティ及び同

コミュニティと共生する地域の関係者が抱える課題解決への取組実績」欄に記載いた

だきますようお願いいたします。 

 

（５）研修目標を達成するために研修員が技術習得を行う上で業務の補助として研修

を積む（=実務研修）必要がある場合、研修員受入に関する法令で定められた以下の

点を踏まえ、実務研修の割合にご留意の上、研修計画を策定・実施してください。 

・研修期間が 4か月以内の場合の実務研修は、研修を受ける時間全体の 3分の 2以下

とする。 

・研修期間が 4か月を超える場合の実務研修は、研修を受ける時間全体の 4分の 3以

下とする。 

 

（６）上記（５）を踏まえ、研修計画策定および研修実施に際し、(a)非実務研修1も

実施すること 、(b)研修受入体制を構築すること、(c)計画通りに実施すること、(d)

予定時間外の作業（「労働者」の「残業」と位置付けられ得るもの）を生じさせないこ

と等について十分に留意ください。 

 

（７）研修コース実施中に JICA によるモニタリングとして、JICA 又は研修監理員を

通じて、研修受託団体や研修員本人にインタビューや必要に応じ研修現場の訪問など

を行いますので予めご了解ください。 

 

（８）研修実施準備に要した費用を JICAは負担できません。 

研修の実施の如何に関わらず、研修提案表の作成や研修応募対応等、委託契約締結

前の研修準備段階で生じた費用については、JICAは負担できませんのでご了承くださ

い。 

 
1
非実務研修の例：研修前の打合せ（インプット）、研修関連の講義、研修実施後のレポート（振り返り）、関連機関の見学、講習、

日本語研修等の聴講等々 
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（９）研修応募希望者からの事前連絡が入ることがあります。 

研修応募希望者が、提案団体または研修実施機関の概要や研修内容を正確に把握す

ることを促すため、JICAは研修応募希望者が提案団体または研修実施機関に事前にコ

ンタクトを取ることを認めています。提案団体または研修実施機関においては、研修

応募希望者から研修内容等の確認があった場合には、適宜ご対応ください。ただし、

JICAが応募者に通知する前に受入可否について言及することは避けてください。 

また、研修場所や生活環境（居室・食事・日用品購入等）に不便がある場合、研修

応募希望者から事前の照会があった際に、研修内容等とあわせて事前に詳細をご説明

ください。 

研修応募希望者からコンタクトがあった場合、所管の JICA国内機関にも情報を共有

してください。なお、この時点では研修応募希望者の受入可否について、本人に誤解

を与えることがないようご留意ください。 

 

（１０）応募相談窓口 

所管の JICA国内機関が応募相談の窓口となります。各国内機関の所管地域は、以下

ホームページをご参照ください。 

（http://www.jica.go.jp/about/structure/organization/domestic.html） 

群馬、千葉は JICA東京、茨城は JICA筑波が所管の国内機関ですので、ご注意くだ

さい。 

 

（１１）提案募集応募期間 

本事業案件提案表の提出期間は 2023 年 4 月 27 日(木)～6 月 9 日(金)です。 

 

13．応募相談、実施、終了までの流れ 

 

（１） 案件提案表の作成・提出（2023 年 4 月 27 日(木)～6 月 9 日(金)） 

各団体で、「日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）案件提案表

（様式‐１、様式‐２、様式‐３）」（以下、「提案表」）、および資格審査に必要な書類

を作成のうえ、所管の JICA国内機関に提出してください。 

提案表の作成にあたり、所管の JICA 国内機関は、提案表の記入方法や研修員受

入期間・経費等に関する相談・助言等を行いますのでお問い合わせください。  

2024年度初めて提案を行う団体は JICA国内機関の応募相談を必須とします。 

提案表の作成の際は、所定の様式（エクセル）をご使用ください。 

詳しくは、別紙 2｢日系社会研修員受入事業 案件提案表作成の手引き｣をご参照

ください。 

↓ 

http://www.jica.go.jp/about/structure/organization/domestic.html
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（２） 提案表の審査（2023 年 6 月中旬～2023 年 8 月下旬） 

提案表は、JICA及び外務省（関係省庁）にて審査します。 

↓ 

（３） 提案表審査結果の通知 （2023 年 9 月中旬） 

提出いただいた提案表の審査結果は、所管の JICA国内機関を通じて連絡します。

また、採択案件は JICA 横浜ホームページでも公開します。ただし、実際の案件の

実施については、適格な応募者の有無等により決定されるため、採択案件であって

も実施を約束するものではありません。 

 

（４） 研修員募集の実施 （2023 年 9 月中旬～） 

JICA在外拠点にて研修員の募集を行います。在外拠点等は、現地の日系団体等と

協議し広く研修員の募集を行います。提案団体は応募推奨や応募希望者からのコー

スに関する照会への対応をお願いします。 

 

（５） 応募適格者の推薦 （2023 年 12 月頃） 

在外拠点等が応募者の選考（書類審査、面接等）を行い、応募適格者（以下、被

推薦者）について推薦書を作成します。 

↓ 

（６） 在外公館の了承取付け （2023 年 12 月頃） 

在外拠点等は被推薦者について、在外公館の了承を取り付けます。これは事業実

施に伴い、在外公館における日系人政策との関係に齟齬が生じることを避け、本事

業が円滑に実施されることを目的に行うものです。 

↓ 

（７） 研修員の選考（2024 年 1 月下旬～） 

１）在外拠点等は、被推薦者の優先順位リスト・推薦書・応募書類（以下、推薦書

類）を JICA横浜に送付します。 

２）所管の JICA 国内機関は、提案団体または研修実施機関と共同で被推薦者の選

考を行い、選考結果を JICA横浜に通知します。 
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（８） 研修員の受入実施 （2024 年 5 月～） 

１）研修委託契約 

本事業の受入実施には、所管の JICA 国内機関と研修実施機関との間で研修

委託契約を締結します。なお、研修内容や受入人数に応じて研修経費について

交渉・調整させていただくことがあります。 

研修実施機関は、契約に基づき研修を実施します。 

２）研修経費 

研修経費支払いは、契約に基づき、研修実施機関からの請求書により、所管

の JICA 国内機関が概算払い（ただし研修委託契約終了後に精算が必要）もし

くは精算確定払いを行います。 

３）手配・調整 

研修実施機関は、所管の JICA 国内機関と共同で研修員滞在中の宿舎手配、

研修日程等の調整等を行います。 

４）研修員の渡航・滞在の手続・経費 

来日・帰国のための渡航手続き（日本入国査証申請、航空券手配、保険契約

等）、来日時のブリーフィング・オリエンテーション、滞在費・交通費・研修旅

行費の支給は、JICAが行います。 

↓ 

（９） モニタリング・評価 

１）モニタリング 

研修実施機関は、研修実施中、目標達成に向けた活動の進捗状況をモニタリ

ングするとともに、モニタリングシートを作成し、所管の JICA 国内機関に提

出します。提出時期は技術研修期間、開始時期により、所管の JICA 国内機関

との合意により決定してください。また、所管の JICA 国内機関は研修担当ま

たは研修監理員を通じて、実施状況をモニタリングします。 

２）成果報告・評価 

研修実施機関は、研修終了時、研修員の研修成果報告会及び研修実施関係者

による評価会を開催します。 

３）業務完了報告 

研修実施機関は、研修終了時、研修目標の達成状況等を評価して、業務完了

報告書を作成し、所管の JICA国内機関に提出します。 
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14．資格審査 

研修内容について所管の JICA国内機関と相談の結果、実際に本事業へ提案いただく

場合、提案表とともに資格審査に必要な書類を提出いただくことになります。 

 

（１）資格審査に必要な書類 

資格審査に必要な書類は、①～④、もしくは⑤です。 

①定款又はこれに代わるものの写し 

※定款とは、法人の基本的なルールを定めた文書です。定款には、法人の目的、

名称、事務所をはじめとした組織に関する基本事項（法律に定められた事項）

が記載されます。 

②役員名簿類 

特に様式は設けていません。 

③直近 2年間の事業報告書（団体の事業がわかる書類）、収支報告書（団体の経理

管理がわかる書類） 

特に様式は設けていませんので「報告書」としての体裁をとっていなくてもか

まいません。例えば事業報告書の代わりとして団体の活動を紹介しているニュ

ースレター等でも結構です。 

④法人登記簿謄本（法人格を持たない団体は提出不要です） 

法人格をお持ちの団体は、法人登記簿謄本（発行日から 3 ヶ月以内のもの）を

ご用意ください。 

⑤全省庁統一資格審査結果通知書 

上記①～④に代えることができます。 

 

（２）資格審査の要件 

以下の要件を全て満たした団体を有資格団体と判断します。 

①資格審査に必要な書類又はこれに代わるものが提出されること 

②前号の書類中の重要な事項について虚偽の記載がなく、重要な事実について遺

漏なく記載した者であること 

③会社更生法又は民事再生法の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が

発効している団体でないこと 

④団体として国内外における活動実績が 2 年以上あること（事業内容については

問いません） 

⑤日本国内に主な拠点があること 

⑥民法(明治 29年法律第 89号)第 7条もしくは第 11条に定める審判を受けた者

又は破産者で復権を得ない者でないこと 

⑦提案提出の日から選定結果通知日までの期間、他の公的機関から契約業務等に

関する指名停止措置を受けていないこと 

⑧4ページ12留意事項に基づく研修計画及び実施が可能であると判断されること。 



 

   10 

⑨2024年度初めて提案をいただく団体は所管の JICA国内機関とのコンサルテー

ションを受けていること。 

 

（３）資格審査を省略する団体 

地方自治体については資格審査を省略します。 

 

（４）資格審査に必要な書類の軽減 

2023 年度日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）に提案し採択

された団体は、次のとおり資格審査に必要な書類を軽減します。 

（１）の ①、②、④、⑤の記載内容が、前回提出時と同一ならば、省略可能です。 

（１）の ③は、直近 1年間分とします。 

 

（５）留意点 

資格審査書類提出時以降、資格審査にかかる書類に変更が生じた場合には、速や

かに関連書類をご提出ください。 

 

 

15．遠隔研修について 

新型コロナウイルスの感染拡大により、研修員の来日が制限されたため、2020年度

から 2021年度は、一部のコースで遠隔研修を実施しました。 

日系サポーターは原則来日研修の実施となりますが、遠隔研修と来日研修を組み合

わせること（ハイブリッド）によって研修効果が得られるものについてはハイブリッ

トの実施について、所管の JICA国内機関へご相談ください。 

遠隔研修の実施については以下ホームページ掲載の「遠隔研修に係る研修委託契約

ガイドイラン」をご参照ください。 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html 

 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
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提案団体 JICA  在外公館 日系団体 

日系社会研修員受

入の相談 

日系社会研修員受

入事業提案表 作成 

日系研修員受入事

業提案表 提出 

受付・提案内容

の相談 

（JICA国内機関） 

（JICA各国内機関） 

JICA横浜・外務省 

結果連絡 

（日系社会研修員

募集対象案件決定） 

日系社会研修員募集要項に基づき日系団体等と協議し

応募者を募集、選考し、在外公館の了承を取付け、応募

適格者の推薦書類を JICA横浜に送付 

応募適格者の推薦書類を整理・登

録し、JICA国内機関に送付 

（JICA在外拠点） 

（JICA横浜） 

研修委託契約締結、日系社会研修員受入実施 

モニタリング・評価 

研修委託契約完了（精算確定） 

研修成果報告会・評価会の開催 

日系社会研修員選考（JICA国内機関）・査証申請等（外務省） 

案
件
審
査
・
選
考 

採

択

案

件
決
定 

 

募

集

の

実

施
・
在
外
公
館

の
了
承
取
付 

事
業
実
施 

日系社会研修員受入事業の業務フロー 

採択候補案件 

案件審査・資格審査 

応 募 者 か ら の  

コースに係る照会

対応 
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日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型） 

通称“日系サポーター” 

 案件提案表作成の手引き 

 

提案表は提案された案件を実施することが妥当であるか、実施体制は適切か等を判断

するために必要な書類です。また、本事業を事業対象国において募集するための「日系

社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型）募集要項」作成の基礎資料となり、

記載内容はそのまま応募希望者が読むことになります。 

本項を参考にし、所管の JICA国内機関とも相談の上、下記ホームページより様式をダ

ウンロードして、「様式‐２ 案件提案表」、「様式‐３ 経費概算内訳書」を作成してく

ださい。（https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html）同書

類は、「様式‐１案件提案表の提出について」に添付して所管の JICA国内機関に提出して

ください。様式２と３はメール添付にてエクセル様式をデータにて提出してください。

タイトルは「2024年度日系サポーター提案表提出」としてください。 

なお、複数の案件を提案される場合、「様式‐２ 案件提案表」、「様式‐３ 経費概算内

訳書」は、それぞれの受入研修形態・受入期間毎に作成してください。 

 

【記入要領】 

 

様式‐１ 2024 年度日系社会研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型） 

 案件提案表の提出について 

 

提案いただいた研修が採択となった場合、研修実施は提案団体の間で締結される研修

委託契約に基づくため、本様式の代表者名には、提案団体として、契約書に記名・押印2

できる方の記入をお願いします。 

また、研修応募希望者が提案団体または研修実施機関に事前にコンタクトするため、

ご記入いただいた担当者名、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは在外拠点等

のウェブサイト上で公開されます。公開に支障がある場合、担当者名は個人名ではなく

担当部署名をご記載ください。 

 

様式‐２ 2024 年度日系研修員受入事業（多文化共生推進/日系協力型） 

案件提案表 

 

 提案団体  

日系社会研修員（多文化共生推進/日系協力型）受入を提案される団体名を日本語・英

語ともにご記入ください。 

 
2 「研修委託契約における契約関連書類の押印等の取扱いについて（更新）」参照 研修委託契約ガイドライン、契約書雛形、様式 

| 事業・プロジェクト - JICA 

https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html
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 研修実施機関  

自治体および関連団体が提案団体であって、技術研修を実際に実施する機関が異なる

場合（小・中学校等）その研修実施機関名を日本語・英語ともに記入してください。 

 

 研修科目  

提案される研修科目・内容を日本語・英語ともにご記入ください。研修科目の名称は

できる限り分かりやすい表記としてください。 

 

 研修員受入形態（人数）  

受入形態（短期・長期）は期間に応じて短期は 90日以内、長期は 91日以上 9か月以

内となります。提案される日系社会研修員（多文化共生推進/日系協力型）の受入可能上

限人数をご記入ください。 

※ 研修員人数は「当該案件の受入れ可能人数」であって、日系社会研修の全体予算や他

コースとの兼ね合い上、記載いただいた人数を受け入れることができない場合もありま

す。 

 

 受入研修員来日希望日  

2024年度の指定来日予定日は、以下のとおりです。（フライトの都合等により変更さ

れる可能性があります。）研修提案の作成時には必ず、以下の日程のいずれかの中から一

つを選択ください。なお、来日する日の翌日から 4 日間は JICA 横浜にてブリーフィン

グ及びオリエンテーションを受講しますので、研修実施機関における研修は、ブリーフ

ィング及びオリエンテーション後に開始されます。 

 

上半期：2024 年 5 月 12 日、6 月 16 日、7 月 21 日 

 下半期：2024 年 10 月 6 日、11 月 10 日、12 月 8 日、 

2025 年 1 月 19 日（年 7 回） 

 研修終了希望年月日  

希望する研修終了年月日を入力し、約何ヶ月のコースをご提案されるか記載してくだ

さい。「上記日程のいずれかで相談可能」に選択したコースについては、各来日日の研修

終了希望年月日を記載してください。通常、研修最終日（研修員帰国日前日）に所管の

JICA国内機関にて研修の効果を確認し、今後の研修改善の参考とするための評価会、研

修修了証書を授与するか閉講式を行います。 

 

 研修実施場所  

（１）主研修実施場所 
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提案団体／研修実施機関の所在地（市町村名迄）を記入してください。 

（２）副研修実施場所 

名称、所在地（市町村名迄）、目的分担・研修分担を記入してください。 

 

 研修実施の背景／日本国内の日系社会の現状、多文化共生等課題解決を推進するにあ
たっての問題・現状等  

 

提案された研修実施の背景、多文化共生等課題解決を推進するにあたっての問題、そ

の解決策を含めて具体的に記入してください。 

 

 本研修実施の意義／応募者への裨益効果  

本研修の実施により多文化共生等課題解決を推進するにあたっての問題解決や社会発

展に対してどのような貢献が期待されるか等を具体的に記入してください。 

JICAの他事業等との連携で提案する場合はその旨を記入し、日系社会研修事業との関

連を明記してください。JICA他事業との連携や研修内容の目的により対象国を特定する

必要がある場合はその事由を明記してください。 

 

 想定する対象国/応募者見込  

「国内の日系社会及び同社会と共生する地域の関係者が抱える課題解決への取り組み

実績」、「本研修実施の意義/国内の日系社会の裨益効果」を踏まえ、想定する対象国/応

募者見込について記入してください。 

 

 研修目標  

提案された研修の到達目標について記入してください。 

表現としては、「研修員が、～を習得する」、「研修員が、～を理解する」、「研修員が、

～を開発する」等が考えられます。 

イメージとして、技術研修最終日に研修員がどのような状態になるか、どのような能

力を習得しているかを記入してください。 

 

 期待される成果（習得する技術）  

提案された研修により習得が期待される技術、知識、知見等の項目（研修目標のブレ

イクダウン、より具体的・詳細な説明）を記入してください。 

 

 研修計画（内容）  

 提案された研修の研修計画としてその具体的方法および内容について記入してくださ
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い。研修員の有する資格・学歴・都合等により、研修内容や研修期間の変更が必要とな

ることを予めご理解ください。 

分類としては、講義・座学、実験・実習、演習・カンファレンス、見学（作業、施設）、

発表、学会・セミナー等が考えられます。 

 

 期待される日本国内の日系人コミュニティへの貢献（活動）  

期待される国内で暮らす日系人コミュニティへの貢献（活動）について具体的に記入

してください。 

 

 研修員必要資格  

提案いただく研修に必要とされる資格要件（学歴、経験、年齢等）を記入してくださ

い。これら資格要件を必要とする根拠も記入してください。研修員資格要件は研修員選

考基準の一つとなりますので、その点も予めご理解の上、設定ください。必要資格が求

められる場合は記載してください。 

実務経験年数について選択してください。 

日本語能力は、日本語能力試験のレベルを基に選択してください。 

（日本語能力試験：http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html） 

研修員に必要とされる母語（ポルトガル語又はスペイン語）によって研修員募集を行 

う対象国が決まりますので、ポルトガル語、スペイン語のいずれか、もしくは両言語 

理解可を選択してください。 

年齢制限は、2024 年 4 月 1 日時点で満 21 歳以上であることです。 

 

 担当者名  

 正式案件採択後、研修応募希望者からの問い合わせ先のメールアドレス、担当者名

（日・英）を記入してください。 

 

 研修日程案  

提案時点での素案を作成してください。（エクセルの様式でなくても構いません。） 

 

 確認事項  

3 ページ、9.対象外の研修分野・内容と 4 ページ 12.留意事項（2）（３）に関する確認

事項について「はい」または「いいえ」のどちらかを選択して回答してください。 

 

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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様式-３ 2024 年度日系社会研修員受入事業（多文化共生推進・日系協力型）経費概

算内訳書 

 

研修実施経費は JICA基準*1に基づき支給します。 

*1 技術研修経費実施基準（平成 16年 4月 1日細則(国内)第 7号） 

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000087.htm 

 

研修委託契約は研修実施基準単価方式になります。 

 

・研修実施基準単価方式 

研修１件ごと（研修員の人数に関わらず）の「単価」に技術研修期間*2を乗じて

契約金額とする方式で、この場合、研修実施経費の積算および研修実施後の精算手

続きを簡略化することができます。 

*2 「技術研修期間」とは「受入期間」(研修員の来日する日から離日する日ま

で)から、来日プログラム（到着後ブリーフィング、オリエンテーション、日本

語研修等）および帰国プログラム（閉講式、帰国前ブリーフィング等）の期間

を除いた期間です。 

詳しくは下記ホームページ掲載の「研修委託契約における経費精算報告書作成マニュ

アル」をご参照いただくとともに、所管の JICA国内機関にご相談ください。 

（https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html） 

 

 

事業予算上の上限額が定められており、かつ提案案件の審査、採択後の契約交渉を通

じて査定させていただくことがありますので予めご了承願います。 

また、研修経費に係る規程・基準は変更されることがあります。採択後、契約交渉時

の案件実施に向けた見積り作成の際は、その時点で最新のガイドライン及びマニュアル

に従っていただきますので、その点をご了承の上、所管の JICA国内機関に適宜ご確認く

ださい。 

 

提案表作成の留意点 

作成にあたり、12.留意事項（4ページ）について、よくご確認ください。 

 

提案審査においては、まず対象外の研修（3ページ）に該当しないかをチェックします。 

次に案件提案表に記載の項目について審査を行います。審査の主な視点は以下のとおり

です。 

① 各項目の記載が的確かつ論理的に述べられているか。 

② 研修の内容が日本国内の日系社会の抱える課題や支援ニーズに整合しているか。 

③ 研修を実施するための体制が整っているか。 

④ 応募者見込みがあるかどうか。 

https://www.jica.go.jp/yokohama/enterprise/nikkei/index.html

